
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 ２⽉定例会 
 

令和２年２⽉ 18 ⽇（⽕）13︓30〜 
⻄区役所３階Ｂ会議室 

 

次     第 

1 ⾏政等からの情報提供 

裏⾯参照（No.１〜15） 

 

2 その他 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                             ＜次回区連会定例会⽇程＞ 

（１）⽇時 ３⽉ 18 ⽇（⽔）13︓30〜 

（２）場所 ⻄区役所３階Ｂ会議室 



№ 区　分 種　　別 議　　　　　　　　　　　題 資料 担当課等 説明者

1 関係機関
お知らせ・
報告

西区内の火災・救急概況について ① 西消防署 宮川署長

2 市連会
お知らせ・
報告

ＩＲに関する市民意見募集の実施について ② 都市整備局 村上区政推進課長

3 市連会
お知らせ・
報告

令和元年度「日赤会費募集」・「共同募金運動」の結果とお礼
について ③

西区社会福祉協議
会

武井事務局長

4 関係機関 班回覧
令和元年度第３回フードドライブ運動の開催チラシの班回覧
について ④

西区社会福祉協議
会

武井事務局長

5 関係機関 班回覧
神奈川県立音楽堂アフタヌーン・コンサート「ブルーオーロラ
サクソフォン・カルテット」と「音楽堂マルシェ」のチラシの班回
覧について

⑤ 神奈川県立音楽堂 井上事業担当主幹

6 市連会 班回覧 新市民病院内覧会に関する御案内の班回覧について ⑥ 市民病院 田中新病院整備課担当課長

7 局 班回覧
令和２年４月１日からの広域避難場所に関する資料の班回
覧について ⑦ 総務局

芹澤地域防災課避難等支援
担当課長

8 関係機関 班回覧 さくらフェスタ2020開催に伴うチラシの班回覧について ⑧
さくらフェスタ2020
実行委員会

西野地域振興課長

9 関係機関 ポスター掲出
春の火災予防運動期間中における防火ポスターの掲出につ
いて ⑨ 西消防署 西総務・予防課予防係長

10 市連会 ポスター掲出
改正健康増進法の全面施行に伴う対応及びポスターの掲出
について ⑩ 福祉保健課 内田福祉保健課長

11 市連会 ポスター掲出
新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター等の開設
及びポスターの掲出について ⑪ 健康福祉局 内田福祉保健課長

12 市連会 推薦依頼
令和２年　民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の
推薦について － 健康福祉局 内田福祉保健課長

13 市連会 推薦依頼 令和２年国勢調査における調査員の推薦について ⑬ 政策局 田丸総務課長

14 関係機関 その他依頼 第27期横浜市青少年指導員西区委嘱式の開催について －
西区青少年指導員
協議会

西野事務局長（地域振興課
長）

15 市連会 各世帯配布 広報紙の配布について ⑮ 市民局 村上区政推進課長

議題一覧

一括説明

一括説
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令和２年２月西区連会定例会資料 
 
 

１ 行政等からの情報提供 

 

〈市連会、区、その他からの報告及び依頼事項〉 
 

［自治会・町内会長へのお知らせ・報告］ 

１ 西区内の火災・救急概況について           

                    〔お知らせ〕 
（西消防署） 

  （議題１の資料参照）                宮川署長 

 

２ ＩＲに関する市民意見募集の実施について        

                    〔お知らせ〕 
（市連会・都市整備局） 

 

 （議題２の資料参照）             村上区政推進課長 

 

横浜市が目指すＩＲの方向性や考え方について、「横浜ＩＲ(統合型リゾート)の方

向性(素案)」として、市民意見募集を実施します。 

 

（１）意見募集期間 

   ３月６日（金）～４月６日（月） 

（２）意見の提出方法 

   パンフレットに印刷されたはがき、または FAX、E メール 

（３）市民意見募集パンフレットの配付場所 

区役所広報相談係、市民情報センター、本市ホームページ 

（４）問合せ先 

都市整備局ＩＲ推進課 

電話 671-4135／FAX 550-3869 

 

【２月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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３ 令和元年度「日赤会費募集」・「共同募金運動」の   

 結果とお礼について           〔報 告〕  
（市連会・日赤横浜市西区地区委員会・県共同募金会横浜市西区支会） 

 

 （議題３の資料参照）              武井事務局長 

 

（１）「日赤会費募集」及び「共同募金運動」におきましては、多大なる御協力を賜り 

  厚くお礼申し上げます。募金結果を御報告させていただきます。 

   各地区連及び各自治会・町内会に対して、事務費及び協力費を交付します。 

 

「日赤会費募集」・「共同募金運動」結果（１月 31 日現在） 

 令和元年度実績額 内     訳 

日赤会費 4,105,538 円 
自治会・町内会 3,840,538 円 

法人等 265,000 円 

共同募金 9,186,903 円 

戸別募金 4,024,218 円 

街頭募金 258,816 円 

法人募金 939,883 円 

学校募金 20,452 円 

職域募金 549,263 円 

イベント募金 15,956 円 

その他の募金 185,066 円 

年末たすけあい募金 3,193,249 円 
 

（２）問合せ先 

   日本赤十字社横浜市西区地区委員会 担当：佐野 

   神奈川県共同募金会横浜市西区支会 担当：久保田 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 

  【事務費及び協力費の交付については、３月にご指定口座へ振込を予定しており

ます。】 
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［班回覧］ 

４ 令和元年度第３回フードドライブ運動の開催チラシ  

 の班回覧について             〔依 頼〕   

（西区社会福祉協議会） 
 

 （議題４の資料参照）              武井事務局長 

 

（１）フードドライブ運動について 

   まだ食べられるのに、いろいろな理由で処分されてしまう食品を、「たべもの」

に困っている人や団体に届ける活動です。 

（２）対象の「たべもの」 

   穀類（お米、麺類、小麦粉など）、乾物（海苔、煮干しなど）、インスタント食 

  品、レトルト食品、飲料（ジュース、コーヒー、お茶等）、お菓子（クッキー、せ 

  んべいなど）、ギフトパック（お歳暮、お中元）、保存食品（缶詰、瓶詰など）、調 

  味料各種、食料油 

  ※「未開封で賞味期限が２か月以上あるもの」かつ「常温で保存が可能なもの」

をお願いします。 

（３）日時・会場 

   御提供いただける「たべもの」を受付会場に直接お持ちよりください。 

  ア 受付日時 

    ３月２日（月）～16 日（月） 10 時 00 分～20 時 00 分（日曜日は 16 時まで） 

  イ 受付会場 

    西区社会福祉協議会 

    （高島２－７－１ファーストプレイス横浜３Ｆ） 

  ウ 配分期間 

    ３月 19 日（木）～26 日（木） 

（４）問合せ先 

   西区社会福祉協議会 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【２月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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５ 神奈川県立音楽堂アフタヌーン・コンサート「ブルー   

 オーロラ サクソフォン・カルテット」と「音楽堂マル    

 シェ」のチラシの班回覧について     〔依 頼〕  
（神奈川県立音楽堂） 

 

 （議題５の資料参照）             井上事業担当主幹 

 

西区紅葉ケ丘で神奈川県の文化拠点として長年地域の方に親しまれてきた神奈川県

立音楽堂が、昨年１年の改修休館を経てリニューアルオープンしました。９月には県

の工事により外構部分の美観改善工事も行ない、掃部山公園と行き来できるプロムナ

ードも整備されて、一帯がよりゆったりと散策できるエリアになりました。 

さくらフェスタ 2020 の開催初日の３月 20 日に、お話つきで気軽にお楽しみいただ

ける午後のコンサートと、午前中から夕方まで無料でホワイエを開放し、手づくりお

菓子やアートクラフトなどのお店が集うマルシェを同時開催します。ぜひ西区在住の

方々に御来場いただき、改めてこの地域の魅力を感じ、また一緒にもりたてて頂きた

く、チラシの班回覧をお願いします。 

 

（１）開催日時等 

  ア アフタヌーン・コンサート「ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット」 

    ３月 20 日（金・祝） 14 時 00 分開演（13 時 30 分開場） 

    全席指定（税込） 一般 3,500 円、学生（24 歳以下）2,500 円 

  イ 音楽堂マルシェ（入場無料） 

    ３月 20 日（金・祝） 10 時 00 分～17 時 00 分 

（２）会場 

   神奈川県立音楽堂（西区紅葉ケ丘９－２） 

（３）問合せ先 

   神奈川県立音楽堂 電話 263-2567 

   

  《依 頼》 チラシ２種（Ａ４判両面、Ａ５判両面）の班回覧 

 

  【２月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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６ 新市民病院内覧会に関する御案内の班回覧について    

                    〔依 頼〕  
（市民病院） 

 

  （議題６の資料参照）        田中新病院整備課担当課長 

 

現在建設中の新市民病院は、令和２年５月１日（金）に開院します（外来診療は５

月７日（木）から開始）。新病院は、現在の場所から約 500m 横浜駅側に位置し、より

西区に近くなります。 

 開院に先立ち、市民の皆様向けの内覧会を開催します。ぜひお越しいただき、新し

い市民病院をご覧ください。  

（１）日時 

   ４月 10 日（金）10 時 00 分～16 時 00 分（最終入場 15 時 30 分、事前申し込み

不要） 

（２）問合せ先 

   市民病院総務課 

   電話 331-1438／FAX332-5599 

 

《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

【２月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

７ 令和２年４月１日からの広域避難場所に関する資料    

 の班回覧について            〔依 頼〕  

（総務局） 
 

 （議題７の資料参照）     芹澤地域防災課避難等支援担当課長 

 

広域避難場所は、その周辺の地区人口の増減や環境の変化等を考慮し、昭和 47 年の

指定開始以降、おおむね５年ごとに見直しを行っています。 

令和２年度からの運用開始に向け、西区で見直しが必要な点についてお示しします。 

 

（１）広域避難場所とは 

   広域避難場所は、震災時に起きる可能性がある大規模延焼火災の炎や熱、煙か

ら市民の生命・身体を守るため「一時的に」避難する場所として、現在、市内全

域で 112 か所を指定しています。 

（２）見直し内容 

  ア 新規の広域避難場所や、現行広域避難場所を拡大、縮小する場所の検討 

イ 延焼火災の恐れが低く、広域避難場所への避難が必要ない地域の検討 

（次ページに続く） 



- 6 - 

（３）西区に関係する広域避難場所における見直し案 

  ア 「紅葉ケ丘一帯」について、新たに建築された民間マンションは避難場所と

して適用できる空間がないため、一部指定を解除しています。 

イ 「野毛山公園」について、敷地内整備による避難可能区域の一部拡張及び立

ち入りできない区域の一部指定を除外します。 

ウ 「三ツ沢競技場一帯」について、市民病院移転工事のため、一部指定を解除

します。 

（４）見直しによる使用可能面積の変化 

広域避難場所は、地域の住民が一斉に避難をしても、避難者１人あたりの使用

可能面積が１㎡以上確保されるように、地区を割り当てて指定しています。変更

後も「紅葉ケ丘一帯」（1.47 ㎡）、「野毛山公園」（1.12 ㎡）、「三ツ沢競技場一帯」

（1.35 ㎡）となり、いずれも１㎡以上確保されることから、広域避難場所の収容

に係る問題はございません。 

（５）問合せ先 

   総務局地域防災課 担当：芹澤、安井 

電話 671-3454 

    

《依 頼》 資料（Ａ４判２ページ）の班回覧 

 

【２月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

８ さくらフェスタ 2020 開催に伴うチラシの班回覧に  

 ついて                 〔依 頼〕 
（さくらフェスタ 2020 実行委員会） 

 

 （議題８の資料参照）            西野地域振興課長 

 

 ３月 20 日（金）～３月 29 日（日）の期間、みなとみらい 21 地区の「さくら通り」

を中心とした周辺施設にて「みなとみらい 21 さくらフェスタ 2020」が開催されます。 

期間中、周辺施設にて様々なイベントやサービスを行うほか、３月 28 日（土）には

「さくら通り」を歩行者天国とし、パレードやグルメストリート等を実施します。 

 

（１）問合せ先 

   地域振興課（４階 47 番窓口） 担当：野村、合志 

   電話 320-8389／FAX 322-5063 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）の班回覧 

 

  【２月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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［ポスター掲出］ 

９ 春の火災予防運動期間中における防火ポスターの   

 掲出について             〔依 頼〕  
（西消防署） 

 

 （議題９の資料参照）         西総務・予防課予防係長 

 

「春の火災予防運動」にあわせて、区民の皆様や来街者に対し、防火意識の向上を

呼び掛けるため、各自治会・町内会の掲示板に防火ポスターの掲出をお願いします。 

 

（１）春の火災予防運動期間 

   ３月１日（日）から３月７日（土）まで 

（２）問合せ先 

西消防署総務・予防課予防係 

電話・FAX 313-0119 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【２月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

10 改正健康増進法の全面施行に伴う対応及びポスター    

 の掲出について            〔依 頼〕    

                               （福祉保健課） 
 

 （議題 10 の資料参照）           内田福祉保健課長 

 

受動喫煙防止を目的とした改正健康増進法が４月１日に全面施行されるため、自治

会館・町内会館の対応及び掲示板へのポスター掲出について、ご協力をお願いします。 

なお、本件については広報よこはま 3 月号に掲載予定です。 

 

（１）改正健康増進法の共有及び対応について 

各自治会・町内会において、改正健康増進法の内容の共有をお願いします。 

また、自治会館・町内会館で行われる会合や催事等での「原則、屋内禁煙（加

熱式たばこを含む）」について、ご対応をお願いします。 

   このほか、自治会・町内会で実施する催事等の場合にも、受動喫煙防止へのご

配慮をお願いします。 

（２）問合せ先 

   福祉保健課（２階 26 番窓口）担当：金子 

   電話 320-8439／FAX 324-3703 

（次ページに続く） 
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  《依 頼》 ①ポスター（Ａ４判）の掲出（４月末日まで掲示） 

        ②改正健康増進法の共有及び対応 

 

  【２月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

［ポスター掲出］ 

11 新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター  

 等の開設及びポスターの掲出について  〔依 頼〕    

                               （福祉保健課） 
 

 （議題 11 の資料参照）           内田福祉保健課長 

 

新型コロナウイルス感染症に対する市民の皆様からの相談に応じるため、 

「感染症コールセンター（一般電話相談）」および「帰国者・接触者相談センター」

を開設しました。 

つきましては、コールセンターと感染予防対策周知のための啓発ちらしを作成しま

したので、掲示板への掲出について、ご協力をお願いします（掲載期限は令和２年３

月末）。 

なお、本件については広報よこはま３月号に掲載予定です。 

 

（１）新型コロナウイルス感染症コールセンター 

   電話 550-5530 

   開設時間：９時 00 分～21 時 00 分（土日、祝日含む） 

（２）新型コロナウイルス感染症 帰国者・接触者相談センター 

   電話 664-7761 

   開設時間：９時 00 分～21 時 00 分（土日、祝日含む） 

 

問合せ先 

健康福祉局健康安全課 担当：金子 

電話 671-4182／FAX 664-7296 

 

  《依 頼》 ①ポスター（Ａ４判）の掲出（３月末まで掲示） 

 

  【２月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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［推薦依頼］ 

12 令和２年 民生委員・児童委員及び主任児童委員  

 候補者の推薦について         〔依 頼〕 
（市連会・健康福祉局） 

 

                       内田福祉保健課長 

 

令和２年において、民生委員・児童委員の欠員地区及び増員が必要な地区について

「地区推薦準備会」及び「連合地区推薦準備会」を開催し、候補者を推薦していただ

きますよう御協力をお願いいたします。 

 ７月１日付け欠員補充・増員のためには、３月から４月にかけて、12 月１日付け欠

員補充・増員のためには、８月から９月にかけて、「推薦準備会」を開催していただき

ますようお願いいたします。 

 

（１）問合せ先 

   福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：高橋、森山 

   電話 320-8436／FAX 324-3703 

 

  《依 頼》 委員の推薦 

 

 【欠員地区及び増員が必要な地区の自治会町内会長あて、個別にご相談させてい

ただきます。】 

 

13 令和２年国勢調査における調査員の推薦について  

                    〔依 頼〕 

（市連会・政策局） 
 

 （議題 13 の資料参照）               田丸総務課長 

 

 令和２年 10 月１日（木）に、国勢調査が実施されます。国勢調査の重要性を御理解

いただき、各自治会・町内会から調査員の御推薦をお願いします。 

 

（１）調査員の人数 

   自治会・町内会に依頼させていただく調査員数は、次のとおりを予定していま

す。調査員の方には原則２調査区を御担当いただきます。 

 

 

 

 
  

地区名 調査区数 調査員数 地区名 調査区数 調査員数 

第一地区 148 83 人 第４地区 124 67 人 

第２地区 100 58 人 第五地区 191 105 人 

第３地区 144 80 人 第六地区 225 129 人 

（次ページに続く） 
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（２）調査員の推薦方法 

   ２月下旬、各自治会・町内会長様に、別添「令和２年国勢調査 調査員推薦の

お願い」をお送りしますので、各自治会・町内会からの御推薦をお願いします。 

（３）調査員の推薦にあたっての要件 

   御推薦にあたりましては、次の事項について御配慮くださいますようお願いし

ます。 

ア 自ら調査を行うことができ、責任を持って調査員の事務を遂行できる方 

イ 原則として、満２０歳以上の方 

ウ 調査事項の秘密を守ることのできる方 

エ 選挙・警察に直接関係しない方 

オ 暴力団員でない方及び暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない 

 方 

（４）調査員の報酬 

   ２調査区あたり、75,000 円程度になります。（１調査区担当の場合は 42,000 円 

  程度になります。） 

   ※報酬額については、調査区内の世帯数によって変わります。 

（５）調査員の推薦時期 

   ４月 24 日（金）までに、各自治会・町内会長様から直接区役所あてに推薦書類

の提出をお願いします。 

（６）変更点 

ア インターネット回答用のＩＤと調査票を同時に配布する方法になり、世帯訪

問回数が減ります。（前回調査では、インターネット回答用のＩＤを世帯へ先に

配布し、後日、インターネット回答のなかった世帯を再訪問して調査票を配布

していました。） 

イ 調査票は、調査区番号や世帯番号があらかじめ印字されたものになり、調査

票の記入作業が軽減されます。 

（７）問合せ先 

   総務課統計選挙係（４階 50 番窓口） 

   電話 320-8316／FAX 322-9847 

 

【２月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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［その他依頼］ 

14 第 27 期横浜市青少年指導員西区委嘱式の開催に   

 ついて                〔依 頼〕  
（西区青少年指導員協議会） 

 

                 西野事務局長（地域振興課長） 

 

（１）開催日時 

   ４月 10 日（金）19 時 00 分 

（２）場所 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

（３）問合せ先 

   地域振興課（４階 48 番窓口）担当：澁谷、秋枝 

   電話 320-8391／FAX322-5063 

 

  《依 頼》 ①各地区連会長の出席  

        ②区連会長の挨拶 

        ③区連会長 ：区役員選出のための区協議会の議長 

         地区連会長：地区役員選出のための議長 

 

  【３月上旬に、区連会長及び各地区連会長宅あてに依頼文を送付します。】 
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［各世帯配布］ 

15 広報紙の配布について               

                     〔依 頼〕 
  （市連会・市民局） 

 

 （議題 15 の資料参照）             村上区政推進課長 

 

 日頃から広報紙の配布について多大な御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 令和２年度も、引き続き広報紙配布への御協力をよろしくお願いします。 

 

（１）配布紙名  

   「広報よこはま」、「県のたより」、「ヨコハマ議会だより」 

（２）依頼回数    

   「広報よこはま」「県のたより」 毎月１回 

   「ヨコハマ議会だより」 年４回（５月･８月･11 月･令和３年２月） 

（３）配布時期 

   広報紙配送後から該当月 10 日までに配布をお願いします。 

（４）配布方法 

   自治会・町内会等からの配布をお願いします。 

（５）配布謝金 

   「広報よこはま」    １部につき９円 

   「県のたより」     １部につき８円 

   「ヨコハマ議会だより」 １部につき４円 

    ※謝金額は令和２年度予算議決後に確定します。 

（６）謝金支払 

   年２回（10 月、令和３年３月） 

（７）問合せ先 

   区政推進課広報相談係（１階１番窓口） 担当：河野、黒飛 

   電話 320-8321／FAX 314-8894 

 

  《依 頼》 「広報よこはま」、「県のたより」及び「ヨコハマ議会だより」 

の各世帯配布 

 

【「配布について」の通知を２月下旬に自治会・町内会長宅あて送付します。】 

  【広報紙は、配布予定月の前月末日までに広報配布責任者あて直送します。】 
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